【第3号議案】
令和5年度事業計画

〇法人全体
　　令和4年度はコロナ禍における感染予防で一部制限を設けながらの事業展開となったが、利用者・家族や職員も関係者各位の協力のもと、事業に影響する部分を最小限にとどめることが出来た。
　　新型コロナウイルスも感染症法上で5類への引き下げとなる令和5年度については、これまで同様に感染症予防を心掛けながら、各事業の安定した運営を目指す。
　　その中で、今年度から近年中の課題として2点を挙げたい。
一つ目は生活介護事業「まりん」の施設環境等の改善である。
徐々に利用者の増員があり近隣の建物を借用するなどして運営しているが、トイレが1カ所であることで利用者や職員に対し不自由をかけており、利用者が増えたことで、用途や障がい特性に合わせ多岐に使える部屋数の必要性などの課題が見られるため、事業所自体の新設・移転を含め検討に入り、必要に応じて関係する機関や地域の方、行政などを交え意見を伺いながら事業所の新設の足掛かりにしていきたい。
もう一つの課題としては、相談支援体制の充実で、現状、一人体勢で相談支援を行っており、計画相談支援の対象は110名程度。加えて一般相談への対応もあり、現場で活動するためには広い知識と視野を必要とする業務であるため、新たな雇用も念頭に入れながら、数年計画で相談支援の充実を図りたい。
他の業務についても様々な課題等はあるが、法人内の職員間で情報共有と創意工夫を図りながら、継続して安定した『事業運営』で『利用者等への支援』を事業として提供していきたい。










〇まりん（生活介護事業）
　　令和5年度の利用者数は、支援学校卒業生3名の利用が見込まれるため、令和4年度と比較し増加が予想される。地域生活支援センターⅡ型事業はほぼ横ばいの見通し。日中一時支援事業は、現在利用されている生徒児童を中心に、生活介護事業に支障のない範囲で、新たな受け入れを検討していきたい。
　　また、令和5年４月より常勤の生活支援員1名を採用し、3カ月の使用期間後7月より正規採用となる見込みである。また5月からパート職員1名の雇用も見込んでいる。
　　事業内容としては前年度からの取り組みを継続しつつ、コロナ禍で減少していた自主製品の対面販売の機会を設けられるようにし、様々な人たちとの交流の機会を作って行ければと考えている。またヘルパーステーション海渡との連携も密に取りながら、より一層お一人おひとりの求めに応えられるよう取り組んでいきたい。


○ヘルパーステーション海渡（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）
　　居宅介護については、これまで通り重訪資格者の配置を並行して行いたい。同行援護従業者については令和5年6月に1名の研修参加を計画している。
行動援護、重度訪問介護については、ここ最近の利用希望はなかったが、受け入れには現状の人員では対応は難しいものの、現職員の専門資格の取得を進めながら、単発での受け入れ等については適宜検討し対応できるように目指したい。同時に人員増を図るためハローワーク等を通して求人等を行い安定して支援が行える体制作りを行いたい。
居宅事業に関して、これまでまりんとの連携を図り運営を行ってきたが、まりんの事業拡大に伴い兼務を行うスタッフの負担も増加している。海渡単体での収支について法人全体への事業運営に影響を与えていると思われるが、海渡が行っている事業でなければ対応できない事例もあり、今後の運営については理事の方々の意見も伺いながら、地域や利用者の方々に必要と思っていただける事業所を目指して行きたい。


〇フルセイル平田（共同生活援助事業）
3月の1名退所により、1部屋空床になっている事から早急に新しい入居者
の受け入れを考えている。相談支援専門員より利用希望の相談を頂いているので、体験入居等を行いながら入居をすすめていきたい。
収入においては、定員9名が埋まり継続的に生活する事で安定的な収入が見込まれる為、体調管理や感染症予防に努める事を重点に置き、入居者・世話人とも定期的に話し合いの場を引き続き設け、入居者の安定した生活が継続していけるように努める。
支援に関しては、個々それぞれの生活リズムや習慣がある事を受け入れながら、集団で生活する上でのルール等を確認し合い、お互い協力しながらも楽しみを見つけながら生活できるような支援を目指す。
また、4月1日付で近隣施設の「社会福祉施設清風会　あいぜんの里（特別養護老人ホーム等）」と事業所間での災害協定を締結（別紙参照）し、災害発生時の避難場所としての受入をして頂けることとなり、利用者との避難対応の仕方についても検討を図っていく。
　世話人については当面現状の2名体制にて対応していくが、体力面の心配を口にされる方もいるので、業務負担の軽減や食事の提供時間等を考慮し、今後人員増も考えていきたい。


〇放課後等デイサービス『ライトハウス』
令和5年度4月現在の契約児は祥雲支援学校（小中高）14名、市内小学校18名中学校1名。例年通り放課後デイサービス（定員10名）と日中一時支援事業（タイムケア）制度を併用し運営していく。市内小学校からの利用は2校増え5校への送迎となるので、送迎は祥雲支援学校とは別の送迎体制で対応する。釜石祥雲支援学校では、車いす利用児が3名（内2名医療的ケア児）。
また、保護者の9割が就労、降所時間が18時以降も多くなっている。自宅、祖父母宅への送迎希望も増えており、保護者と話す機会が減っているので定期的な面談の機会を持ちたいと考えている。
令和4年度、事業所評価の結果では、保護者では、保護者会などの集まり、地域との交流の希望が寄せられた。令和5年度の中で実施、改善を考え　たい。
災害時の避難行動についても、行政　町内会との話し合いを持ちながら検討していきたい。
●日中一時支援『ライトハウス）
　　放課後等デイサービスの補完制度としての利用をしていく。
　　休日の保護者の就労、学校行事（入学式　運動会　参観日等）の際の受け入れも配慮したい。
　●地域活動支援センターⅡ型『ライトハウス』
　　自主サークル活動の場や在宅の方の居場所として継続し支援の提供を行う。
〇相談支援事業所ライトハウス
　今年度も一人体勢で相談支援業務を行うため、利用者等への考慮しながら無　
理のない範囲で事業を継続して行く。
　　事業自体としては、現状の相談支援専門員一人体勢での計画相談支援や委託相談支援(一般相談等)の対応が厳しい現状もあり増員が急務であるが、相談支援業務を担うためには障がい福祉制度や障がいの種別や特性の理解が必要で、関連する機関も行政や医療・教育と幅広くなるため、有資格であっても未経験等ですぐに担える業務では無い。相談支援専門員の増員等の対応も時間をかけながら数年計画で人材育成をしていきたい。
